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木津川市ボランティアセンター設置要綱 

 

 

 

（目的） 

第１条 木津川市ボランティアセンター（以下、「ボランティアセンター」という。）は、 

住民が住み慣れた地域で、安心して住み続けられる町づくりのために参加できる機会を 

提供するとともに、関係団体等の連携、ボランティア活動の活性化を図り、地域密着の 

福祉の向上とボランティアの社会的地位の向上を目指すことを目的とする。 

 

 （設置） 

第２条 ボランティアセンターは、社会福祉法人木津川市社会福祉協議会に設置する。 

 

 （事業） 

第３条 ボランティアセンターは、前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。 

 （１）ボランティア活動に関する啓発及び開発 

 （２）ボランティア活動に関する学習及び研修 

 （３）ボランティア活動における交流の推進 

 （４）ボランティア活動に関する相談、援助及び指導 

 （５）ボランティア活動の登録及びコーディネート 

 （６）ボランティア活動団体、施設等のコーディネート 

 （７）ボランティア活動に関する調査及び研究 

 （８）ボランティア活動をサポートするための財源確保 

 （９）その他第１条の目的を達成するために必要な事業 

 

 （組織） 

第４条 ボランティアセンターは、次に掲げる運営委員で構成する運営委員会を設置する。 

２ 運営委員は２０名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから木津川市社会 

福祉協議会会長が委嘱する。 

（１） 個人ボランティア 

（２） ボランティアグループとその構成員 

（３） 当事者団体とその構成員 

（４） 木津川市社会福祉協議会役職員 

（５） その他、ボランティアセンターの目的に賛同する個人及びグループ 

 

 （運営委員等の任期） 

第５条 運営委員の任期は２年とし、再任は妨げない。委員に欠員が生じたときの補充委 

員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

 （役員及び任務） 

第６条 運営委員会に次の役員を置き、それぞれ委員の互選により選出する。役員の任務 

は次のとおりとする。 

 委員長  １名  この会を代表し、会務を統括する。 

  副委員長 ３名  委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。 
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 （会議） 

第７条 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集する。 

２ 運営委員会は委員総数の２分の１以上の出席がなければその会議を開き、議決するこ 

とができない。 

 

 （登録） 

第８条 ボランティア活動を行う個人及びグループはボランティアセンターに登録するも 

のとする。 

２ 前項の登録は、ボランティア個人登録申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。） 

及びボランティアグループ登録申請書（様式第２号）により行うものとする。 

３ 個人及びボランティアグループの登録の可否については、運営委員会で協議し委員長 

が決定する。 

 

 （登録更新） 

第９条 ボランティア活動を行う個人及びボランティアグループは、１年ごとに登録更新 

を行うものとする。 

 

 （登録の取り消し） 

第１０条 ボランティア登録をした個人及びボランティアグループが登録を取り消そうと 

するときは、事務局へ連絡するものとする。 

 

 （台帳） 

第１１条 ボランティアセンターに次の台帳を整備する。 

（１） ボランティア登録台帳 

（２） ボランティア保険加入台帳 

 

 （事務局） 

第１２条 ボランティアセンターの運営に関する事務及び会計は、市社協ボランティアセ

ンター長が担当する。 

 

 （財政） 

第１３条 ボランティアセンターの運営に関する経費は、木津川市社会福祉協議会が負担 

する。 

 

 （会計年度） 

第１４条 ボランティアセンターの会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までと 

する。 

 

 （個人情報の取扱い） 

第１５条 苦情の申し出、その他苦情解決の過程で知り得た申出人及び関係者の個人情報 

については、「木津川市社会福祉協議会個人情報保護規程」に定めるところにより取扱う。 
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附 則 

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、平成２３年５月２８日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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（様式第１号） 

 

木津川市ボランティアセンター・木津川市社会福祉協議会 

 

ボランティア個人登録申請書 
 

登録日 ：令和  年  月  日 

氏  名  

生年月日      年  月  日                  年齢   歳 

住 所  〒 電話番号  

ＦＡＸ  

携帯電話  

Ｅメール  

連絡手段 □電話 □FAX □携帯電話 □メール 

職  業 □自営業 □勤労者 □主婦 □学生 □その他（            ） 

ボランティア保険 □有（内容            ） □無 

交通手段 □徒歩 □自転車 □バイク □自動車 □その他（           ） 

 

 

 

 

希望するボランティ

ア活動 

 

＊高齢者・障害者とかかわる活動  □施設ボランティア □食事の調理・配食 

□点訳・朗読 □手話・要約筆記 □具体的に（           ） 

 

＊子どもとかかわる活動  □おもちゃの図書館 □託児 □見守り活動 

□おもちゃ病院 □具体的に（           ） 

 

＊その他  □環境美化 □災害救援 □収集活動・寄付 

□具体的に（           ） 

 

活動可能曜日・時間帯 

 ・１か月に     日位 

 ・１週間に     日位（希望があれば  曜日／月・火・水・木・金・土・日） 

 ・１日に      時間位（希望があれば 時間帯／   ：  ～  ：  ） 

 ・宿泊は  可 ・ 不可 

ボランティア保険 □加入する □加入しない □加入済（          ） 

趣味・特技 
 

資格・免許 
 

 

備   考 
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（様式第２号） 

 

木津川市ボランティアセンター・木津川市社会福祉協議会 

 

ボランティアグループ登録申請書 
 

令和  年  月  日 

 

グループ名 

 

代表者名 

 

連絡先 

 

人 数 

 

活動日時 

 

活動場所 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 


